
せり物品の相対取引承認要領（南港市場） 

 

せり物品の相対取引の承認については、大阪市中央卸売市場業務条例（以下「条例」

という。）第 41条第５項及び大阪市中央卸売市場業務条例南港市場施行規則第 30条の規

定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。 

 

第１ 承認基準 

１ 対象物品及び数量 

条例第 41 条第５項の規定に該当し、市場における取引の適正かつ健全な運営に支

障がないと認められる物品及び数量とする。 

また、条例第 41 条第５項第５号にかかる相対取引（以下「予約相対取引」とい

う。）については、大口需要者を対象としてその需要量が明らかな物品の円滑な供給

と価格の安定を確保するため、卸売業者と仲卸業者又は売買参加者等との間において、

あらかじめ締結した契約に基づく物品及び数量とする。 

２ 卸売数量の制限 

予約相対取引に係る卸売の数量は品目別月間取扱数量の概ね 15％相当の数量以内

で、通常の集荷計画の別枠で集荷しなければならない。ただし、当日の当該物品と同

一品目の入荷量が著しく少ないとき、南港市場長（以下「場長」という。）は、契約

数量にかかわらず、当該取引の数量を減ずることができる。 

 

第２ 申請手続等 

１ 予約相対取引 

（1）承認申請 

卸売業者は、予約相対取引承認申請書に契約書の写しを添付して、物品受渡しの

開始までに申請しなければならない。 

（2）契約書の内容 

契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

ア 当該取引に係る物品の品目、等級、数量、価格 

イ 引渡し予定年月日及び引渡し場所 

ウ 代金決済の方法 

エ 予約相対取引を必要とする理由 

（3）卸売価格 

予約相対取引における卸売価格は、次のいずれかによるものとし、契約時に定め

るものとする。 

ア 契約により予約した価格 

イ 物品受渡し当日の同一品目、同一等級のせり売り価格を基準とする。ただし、



相対売のみの場合は、相対売価格を基準とする。 

（4）価格及び数量の変更 

契約日から引渡し予定日までの間において、入荷数量及び価格の変動が生じたと

きは、契約当事者双方の合意に基づき、前号アにおいては、契約数量及び価格の

20％以内において卸売数量及び価格を変更することができる。また、前号イについて

は、契約数量の 20％以内において卸売数量を変更することができる。 

（5）報告 

卸売業者は、予約相対取引販売実績報告書を翌月の 10 日までに市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 予約相対取引以外の相対取引 

卸売業者は、条例第 41 条第５項（予約相対取引を除く）の承認申請を行う場合は

相対取引承認申請書を当該卸売当日中に場長に提出しなければならない。 

 

第３ 標準様式 

  本要領で定める申請書等の標準様式を示すと次のとおりである。 

（1）予約相対取引承認申請書（別記様式第１） 

 （2）予約相対取引販売実績報告書（別記様式第２） 

（3）相対取引承認申請書（別記様式第３） 

 

第４ その他 

この要領について必要な事項は、卸売業者及び仲卸業者並びに売買参加者の意見

を聴いて場長が定める。 

 

附 則 

１ この要領は、令和２年６月 21日から実施する。 

２ 予約相対取引承認要領（昭和 47年４月 18日制定）は、廃止する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から実施する。 

 

 



別記様式第１ （Ａ４） 

 

 

せ り 人 
登    録 

登 録 更 新 申 請 書 

 

  年  月  日 

 

大阪市長 様 

 

大阪市中央卸売市場南港市場食肉部  

卸売業者の名称及び            

代表者の氏名              

 

 

大阪市中央卸売市場業務条例  
第19条第1項

第20条第1項 の規定により    場    部 

せり人として 
登     録

登 録 更 新 したいので、次のとおり申請します。 

 

記 

 

登録番号 氏 名 住 所 生 年 月 日 

       年 月 日 

        

        

    

    

    

    

注 新規登録申請の場合、登録番号を記入する必要はありません。 



別記様式第２（Ａ４） 

 

 

誓   約   書 

 

  年  月  日 

 

大阪市長 様 

 

所属卸売業者名 

氏  名   

 

 

大阪市中央卸売市場南港市場食肉部のせり人登録申請について、私は、大阪市中

央卸売市場業務条例第19条第３項各号に該当しないことを誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３（Ａ４） 

 

 

せ り 人 登 録 消 除 申 請 書 

 

  年  月  日 

 

大阪市長 様 

 

大阪市中央卸売市場南港市場食肉部 

卸売業者の名称及び            

代表者の氏名              

 

 

大阪市中央卸売市場業務条例第22条第２号の規定に基づき、次の者の登録を消除し

ていただきたいので、せり人登録証及びせり人記章を添えて申請いたします。 

 

記 

 

登録番号 氏 名 消 除 の 理 由 消 除 年 月 日 

    年 月 日 

    

    

    

    

    

    

    

 

 


